
平
成
十
九
年
七
月
六
日
受
領

答
弁
第
四
二
七
号

内
閣
衆
質
一
六
六
第
四
二
七
号

平
成
十
九
年
七
月
六
日

内
閣
総
理
大
臣

安

倍

晋

三

衆

議

院

議

長

河

野

洋

平

殿

衆
議
院
議
員
園
田
康
博
君
提
出
厚
生
年
金
基
金
制
度
等
に
関
す
る
質
問
に
対
し
、
別
紙
答
弁
書
を
送
付
す
る
。



衆
議
院
議
員
園
田
康
博
君
提
出
厚
生
年
金
基
金
制
度
等
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書

一
、
三
及
び
四
に
つ
い
て

御
指
摘
の
事
案
に
つ
い
て
は
、
厚
生
年
金
基
金
の
代
行
返
上
（
厚
生
年
金
基
金
が
厚
生
年
金
の
代
行
部
分
の
支
給
義
務
を

国
に
移
転
し
、
確
定
給
付
企
業
年
金
へ
移
行
す
る
こ
と
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
際
に
、
社
会
保
険
庁
が
オ
ン
ラ
イ
ン
デ

そ

ご

ー
タ
上
に
保
有
す
る
厚
生
年
金
保
険
被
保
険
者
原
簿
と
厚
生
年
金
基
金
が
保
有
す
る
加
入
員
原
簿
の
間
に
齟
齬
が
あ
る
こ
と

が
判
明
し
た
事
案
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
が
、
厚
生
労
働
省
と
し
て
初
め
て
こ
の
よ
う
な
事
案
を
把
握
し
た
の
は
、
平
成
十

五
年
九
月
一
日
に
行
っ
た
確
定
給
付
企
業
年
金
法
（
平
成
十
三
年
法
律
第
五
十
号
）
第
百
十
二
条
第
一
項
に
基
づ
く
代
行
返

上
の
認
可
の
過
程
に
お
い
て
で
あ
る
。

社
会
保
険
庁
が
保
有
す
る
厚
生
年
金
保
険
被
保
険
者
原
簿
及
び
厚
生
年
金
基
金
が
保
有
す
る
加
入
員
原
簿
に
つ
い
て
は
、

事
業
主
の
届
出
に
基
づ
き
、
そ
れ
ぞ
れ
原
簿
の
保
有
者
が
整
備
す
る
こ
と
と
な
っ
て
い
る
が
、
代
行
返
上
の
際
に
は
、
社
会

保
険
庁
か
ら
当
該
厚
生
年
金
基
金
の
加
入
員
に
係
る
記
録
が
当
該
厚
生
年
金
基
金
に
提
供
さ
れ
、
当
該
厚
生
年
金
基
金
に
お

い
て
、
当
該
記
録
と
当
該
加
入
員
原
簿
を
突
き
合
わ
せ
、
そ
の
間
に
齟
齬
が
あ
る
と
判
断
し
た
場
合
に
は
、
社
会
保
険
庁
と

連
絡
調
整
を
行
い
、
そ
の
上
で
、
社
会
保
険
庁
又
は
厚
生
年
金
基
金
に
お
い
て
、
必
要
な
調
査
を
行
い
、
記
録
の
訂
正
を
行

一



う
こ
と
と
な
っ
て
い
る
。
そ
の
際
に
、
社
会
保
険
庁
に
お
い
て
調
査
を
必
要
と
す
る
場
合
に
は
、
社
会
保
険
事
務
所
が
保
管

す
る
厚
生
年
金
保
険
被
保
険
者
原
票
等
に
ま
で
さ
か
の
ぼ
っ
て
記
録
を
確
認
し
、
当
該
厚
生
年
金
保
険
被
保
険
者
原
簿
の
訂

正
の
結
果
を
厚
生
年
金
基
金
に
対
し
通
知
す
る
こ
と
と
な
っ
て
い
る
。

厚
生
労
働
省
と
し
て
は
、
当
該
作
業
を
通
じ
て
、
社
会
保
険
庁
が
保
有
す
る
厚
生
年
金
保
険
被
保
険
者
原
簿
と
厚
生
年
金

基
金
が
保
有
す
る
加
入
員
原
簿
及
び
事
業
主
が
保
有
す
る
個
々
人
の
デ
ー
タ
の
間
の
整
合
性
が
確
保
さ
れ
て
い
る
も
の
と
考

え
て
い
る
。

二
に
つ
い
て

厚
生
労
働
省
と
し
て
把
握
し
て
い
る
具
体
的
な
齟
齬
の
事
例
と
し
て
は
、
資
格
取
得
日
、
資
格
喪
失
日
、
標
準
報
酬
月
額
、

氏
名
又
は
生
年
月
日
等
の
相
違
に
係
る
も
の
で
あ
る
。
そ
の
う
ち
、
社
会
保
険
庁
に
お
け
る
入
力
作
業
の
誤
り
が
原
因
で
あ

る
齟
齬
の
事
例
の
件
数
に
つ
い
て
は
、
事
務
処
理
上
、
訂
正
の
事
由
を
管
理
し
て
い
な
い
た
め
、
お
答
え
で
き
な
い
。

五
に
つ
い
て

平
成
十
九
年
五
月
一
日
現
在
に
お
い
て
、
厚
生
年
金
基
金
数
は
六
百
四
十
九
で
あ
り
、
そ
の
加
入
員
数
は
企
業
年
金
連
合

会
に
よ
る
推
計
で
約
五
百
二
十
五
万
人
と
な
っ
て
い
る
。

二



ま
た
、
代
行
返
上
を
行
っ
て
い
な
い
厚
生
年
金
基
金
の
加
入
員
に
関
す
る
記
録
に
つ
い
て
は
、
平
成
十
九
年
七
月
五
日
に

年
金
業
務
刷
新
に
関
す
る
政
府
・
与
党
連
絡
協
議
会
に
お
い
て
取
り
ま
と
め
た
「
年
金
記
録
に
対
す
る
信
頼
の
回
復
と
新
た

な
年
金
記
録
管
理
体
制
の
確
立
に
つ
い
て
」
に
基
づ
き
、
平
成
二
十
年
度
中
を
目
途
に
、
社
会
保
険
庁
か
ら
、
厚
生
年
金
基

金
ご
と
に
被
保
険
者
記
録
を
提
供
し
、
す
べ
て
の
厚
生
年
金
基
金
に
お
い
て
そ
の
保
有
す
る
加
入
員
原
簿
と
の
突
き
合
わ
せ

を
実
施
す
る
こ
と
と
し
て
い
る
。

三


